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第７回大津町農業委員会定例総会議事録 

 
        １．開催日時  令和６年１月１２日（金） ９：２８から１０：３５ 

２．場  所  大津町役場 ２階 町民協働ルーム 
 

３．出席農業委員 （８人） 
１番 古庄  継    ２番 東 一夫    ３番 西村 千香 
７番 府内 公生    ８番 岩本 勝    ９番 今村 太 

１１番 荒木  文   １２番 津田 恵美 
 
出席農地利用最適化農業委員 （６人） 

  １番 阪田 正彰    ２番 中尾 信幸   ５番 大田黒 淳次 
１１番 和田 勇一郎  １６番 松永 富幸  １７番 本田 喜代治 

 
４．欠席農業委員（４人）  ４番 藤本 勝昭  ５番 宮﨑 京子 

   ６番 宮﨑 恵美 １０番 大村 礼美 
欠席推進委員（１人）  ８番 荒木 幸一 

 
５．議事日程 
  日程第 １ 開 会 

日程第 ２ 議事録署名委員の指名  ３番 西村 千香  委員 
７番 府内 公生  委員 

  日程第 ３ 会期の決定について   令和５年１月１２日（金）１日に決定 
日程第 ４ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
日程第 ５ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 
日程第 ６ 議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について 
日程第 ７ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（一括方式）の決定について 
日程第 ８ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について 
日程第 ９ 議案第６号 非農地証明願の決定について 
日程第１０ その他 

 
６．農業委員会事務局職員    

事務局長 梅田 博隆  事務局次長 田上 克也 
 

７．会議の概要    別紙のとおり 
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【令和６年１月１２日 第７回定例総会議事録 別紙】 

 

 

 

事務局    定刻前ですが皆さんお揃いですので定例総会を始めてよろしいでしょうか。 

      それでは、荒木職務代理者から開会の宣言をお願いいたします。 

 

職務代理   ご起立をお願いします。みなさん「おはようございます」。着席をお願いし

ます。只今から令和６年１月、第７回定例総会を開会いたします。 

 

事務局   日程第１、開会、開会に当たり、津田会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会 長   会長挨拶あり。 

 

事務局   ありがとうございました。 

 

続きまして、会議の成立ですが、本日は、４名から欠席届が提出されていま

すが、農業委員の過半委員が出席されておられますので、総会が成立している

ことをご報告いたします。 

次に議長選出ですが、議事進行につきましては、会長にお願いします。 

 

会 長   それでは、議長ということですので議事を進めさせていただきます。 

日程第２、議事録署名委員の指名です。 

３番 西村 千香 委員と、７番 府内 公生 委員にお願いします。 

 

   日程第３、会期の決定についてです。お諮りします。１月の第７回定例総会は、

本日１日を持って終了としたいと思いますが、ご意見はございませんか。 

 

   賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

   全員賛成と認めます。１月の第７回定例総会は 

本日１日をもって終了とします。 

 

   議案審議に入ります。日程第４、議案第１号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。  

 

事務局   それでは議案第１号、農地法第３条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は１Ｐとなります。今回３件の申請がなされております。 
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 ３条の１、調査書は１Ｐ、申請地見取図は１～２Ｐをお願いいたします。 

農地法３条では、調査書に記載した各項目に該当する場合、いわゆる農業者の 

要件を満たさない場合は許可できないとなっております。 

 

 令和５年４月１日に農地法が改正され、調査書１の第２項第５号が削除され 

ています。いわゆる農地取得には５０ａの農地保有が必要であるという「下限

面積要件」は廃止されました。 

 今後は、調査書の第２項第１号から第６号により判断することになります。 

 

申請地は大字杉水地内にある農地１筆です。申請理由は、売買による所有権の

移転です。樹芸木の栽培を予定されており、周辺農地の利用に支障はないものと

考えられます。 

調査書記載のとおり１号から６号まで該当する項目はないと思われます。  

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、杉水地区ですので

私から説明をします。 

 

津田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

      申請地は大字杉水地内の農地です。 

申請の内容は、小林集落から北へ約５００ｍの畑１筆、１，９０８㎡につい

て売買による所有権の移転を行うものです。 

譲受人は杉水在住の樹芸農家で、今回の申請地を賃貸借により耕作していま

したが、今回、譲渡人と話しがまとまり農地を売買するものです。 

譲受人は樹芸木の栽培を行う予定で、農業機械も保有し、労働力、営農技術

も問題ないと思われます。 

現地調査後の小委員会審議では、全員異議なし「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

杉水地区担当は松永推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま 

せんか。 

 

委員意見  昨年１１月に譲受人から相談がありました。今回の購入により営農を拡大す

ることは、後継者もおり望ましいことだと思います。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、
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ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なしの場合） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

３条の１、売買による所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

 

続きまして、３条の２について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ３条の２、調査書は２Ｐ、申請地見取図は３～４Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字大津地内にある農地１筆です。申請理由は、売買による所有権の

移転です。飼料作物の栽培を予定されており、周辺農地の利用に支障はないもの

と考えられます。 

調査書記載のとおり１号から６号まで該当する項目はないと思われます。  

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、大津地区ですので

古庄委員から説明をお願いします。 

 

古庄委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

      申請地は大字大津地内の農地です。 

申請の内容は、美咲野交差点から西へ約５００ｍの畑１筆、３，１０４㎡に

ついて売買による所有権の移転を行うものです。 

譲受人は菊池市在住の畜産農家で、肉用牛の繁殖・肥育経営を行っています。 

畜産経営維持のため、隣接する市町村も含め農地を確保するため今回の申請 

となりました。 

昨年４月にも３条申請で杉水地区に農地を取得されていますが、飼料作物の 

栽培がおこなわれていることを確認しています。今回の申請地も飼料作物の栽 

培を行う予定で、農業機械も保有し、労働力、営農技術も問題ないと思われます。 

現地調査後の小委員会審議では、全員異議なし「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

大津地区担当は荒木推進委員ですが本日欠席です。事務局で何か意見は預か 

っていますか。 

 

事務局   荒木委員より「特に意見はありません」と連絡があっております。 
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会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

３条の２、売買による所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

 

続きまして、３条の３について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ３条の３、調査書は３Ｐ、申請地見取図は５～６Ｐをお願いいたします。 

申請地は大字岩坂地内にある農地２筆です。申請理由は、贈与による所有権の

移転です。小麦・大豆の栽培を予定されており、周辺農地の利用に支障はないも

のと考えられます。 

調査書記載のとおり１号から６号まで該当する項目はないと思われます。  

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、岩坂地区ですので

荒木委員から説明をお願いします。 

 

荒木委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

      申請地は大字岩坂地内の農地です。 

申請の内容は、西原村の鳥子工業団地から西へ約５００ｍの畑２筆、合計５，

２６４㎡について贈与による所有権の移転を行うものです。 

譲渡人と譲受人は益城町在住の兄弟です。 

譲渡人は弟で、米・麦・大豆を約４ｈａ栽培する専業農家です。今回の申請地

は父の代に売買で取得し、平成１２年に贈与がなされています。譲渡人は熊本

地震で被災し、その後の区画整理事業等の関係で、現在は災害復旧の町営住宅

に住まわれているため農作業の効率が低下しているとのことです。 

譲受人である兄は、これまでも兼業で弟の農業経営に携わってきましたが、

今回の申請地には兄の自宅が近ことから、畑作部門を兄に任せるため贈与を行

うものです。 

申請地には小麦・大豆等の栽培を行う予定で、農業機械は譲受人とＪＡの共

同機械の貸借で確保する計画です。労働力、営農技術も問題ないと思われます。 



5 

 

現地調査後の小委員会審議では、全員異議なし「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

岩坂地区担当は中尾推進委員です。今回の申請についてご意見等はございま 

せんか。 

 

委員意見   特にありません 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員のご意見、

ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

３条の３、贈与による所有権の移転につきましては、許可と決定します。 

 

 

   続きまして日程第５、議案第２号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   それでは、議案第２号、農地法第５条に係る申請についてご説明いたします。 

議案書は２Ｐ～３Ｐをお願いいたします。今回１０件の申請がなされており 

ます。 

現地調査時は１１件の申請となっていましたが、５条-１が申請後、過去の転

用許可が判明し取下げとなったため、議案については１つ繰り上がり５条-１か

ら５条-１０までの１０件となります。 

５条の１ 意見書案は４Ｐ、申請地見取図は９Ｐ～１０Ｐをお願いいたし     

ます。見取り図の右上の記載は繰り上がりの関係で５条－２となっていますが

５条-１と読み替えてください。以下、見取図の記載も同様でお願いいたします。 

申請地は大字大津地内の農地です。 

１の転用目的は貸資材置場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある 

準工業地域となっていることから「第３種農地」に該当し、転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 
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会 長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、大津地区ですので、

古庄農業委員から説明をお願いします。 

 

古庄委員    現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字大津地内で、国道５７号北側復旧道路大津インターチェンジに隣

接する農地です。 

申請の内容は、申請者は、佐賀県内で不動産の売買及び賃貸借等を行ってい

る法人で、大津町周辺で土木会社から宅地造成用工事資材の一時保管所が不足

しているため、資材置場を確保して欲しいとの要望があり、国道５７号北側復

旧道路の大津インターチェンジに隣接し、交通の便が良く、資材置場に適した

土地であるため、今回の申請となりました。 

申請地に隣接する農地は無く、日照、通風等への影響も問題ないと思われま

す。現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

大津地区担当は荒木推進委員ですが本日欠席です。事務局で何が意見は預かっ 

ていますか。 

 

事務局   荒木委員より「特に意見はありません」と連絡があっております。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手数） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の１、貸資材置場への転用での所有権の移転については、原案のとおり

可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

 

      続きまして、５条の２について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の２ 意見書は５Ｐ、申請地見取図は１１Ｐ～１２Ｐをお願いいたし 
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     ます。 

申請地は大字引水地内の農地です。 

１の転用目的は資材置場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域内にある 

第２種低層住居専用地域となっていることから「第３種農地」に該当し、転用 

は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、引水地区ですので

古庄農業委員からお願いします。 

 

古庄委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字引水地内で、県道大津植木線の丹防橋東側約１２０ｍの農地です。 

申請の内容は、申請人が、引水地内で資材置場を探していたしたところ、譲

渡人と話がまとまり今回の申請となりました。申請地に隣接する農地はなく、

周囲は山林に囲まれており、現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意

見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

引水地区担当は和田推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見  特にありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の２、資材置場への転用での所有権の移転については、原案のとおり可決

とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の３について事務局の説明を求めます。 
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事務局   ５条の３ 意見書は６Ｐ、申請地見取図は１３Ｐ～１４Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字高尾野地内の農地です。 

１の転用目的は貸駐車場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、「例外規定」で自動車専用道路インターチェンジからおおむね３ 

００ｍ以内の区域内の農地となっていることから「第３種農地」に該当し、転用 

は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、高尾野地区ですの

で古庄農業委員からお願いします。 

 

古庄委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字高尾野地内で、国道５７号北側復旧道路大津インターチェンジ入

口東側約２００ｍの農地です。 

申請の内容は、申請地は、交通の利便性が良く、周辺に住宅や企業等が立ち

並び、貸駐車場としての立地条件を満たしており、貸駐車場の整備計画をした

ところ、譲渡人と話がまとまり今回の申請となりました。申請地に隣接する農

地はなく、周囲は、宅地、山林に囲まれており、現地調査後の小委員会審議で

は、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    担当農業委員の説明が終わりました。 

高尾野地区担当は和田推進委員です。今回の申請についてご意見等はござい 

ませんか。 

 

委員意見    特にありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 
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５条の３、貸駐車場への転用での所有権の移転については、原案のとおり可決

とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の４について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の４ 意見書は７Ｐ、申請地見取図は１５Ｐ～１６Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字大津地内の農地です。 

１の転用目的は貸駐車場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、「例外規定」で自動車専用道路インターチェンジからおおむね

３００ｍ以内の区域内の農地となっていることから「第３種農地」に該当し、転

用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、大津地区ですので

古庄農業委員からお願いします。 

 

古庄委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字大津地内で、国道５７号北側復旧道路大津インターチェンジ入口

東側約２００ｍの農地です。 

申請の内容は、申請地は、交通の利便性が良く、周辺に住宅や企業等が立ち

並び、貸駐車場としての立地条件を満たしており、貸駐車場の整備計画をした

ところ、譲渡人と話がまとまり今回の申請となりました。隣接する農地所有者

には説明がしてあり、農地の分断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと

思われます。現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

大津地区担当は荒木推進委員ですが本日欠席です。事務局で何が意見は預かっ 

ていますか。 

 

事務局   荒木委員より「特に意見はありません」と連絡があっております。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 
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許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の４、貸駐車場への転用での所有権の移転については、原案のとおり可決

とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の５について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の５ 意見書案は８Ｐ、申請地見取図は１７Ｐ～１８Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字杉水地内の農地です。 

１の転用目的は共同住宅への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、概ね１０ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある「第１種

農地」ですが、例外規定の「集落接続」に該当し、転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、杉水地区ですので

私から説明をします。 

 

津田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字杉水地内で、国道３２５号沿いで、杉水公園北東約２００ｍの農

地です。 

申請の内容は、申請人は、町内で不動産業を営んでおり、事業拡大のため、新

たに共同住宅の建設を計画したところ、譲渡人と話がまとまり今回の申請とな

りました。隣接する農地は無く、周囲は、宅地に囲まれており、現地調査後の小

委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

杉水地区担当は本田推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見   特に意見はありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意
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見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の５、共同住宅への転用での所有権の移転については、原案のとおり可決

とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の６について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の６ 意見書は９Ｐ、申請地見取図は１９Ｐ～２０Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字杉水地内の農地です。 

１の転用目的は貸事務所、貸倉庫への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、他の農地区分に該当しない、農業公共投資の対象となってい

ない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地となっていることから「第２種農

地」でありますが、代替地の検討もなされていることから転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、杉水地区ですので

私から説明をします。 

 

津田委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字杉水地内で、本田技研熊本製作所正門から西へ約２５０ｍの農地

です。 

申請の内容は、申請人は、熊本市内で不動産業を営んでおり、事業用の貸事

務所、貸倉庫の建設を計画したところ、譲渡人と話がまとまり今回の申請とな

りました。申請地は交通の利便性が良く、隣接する農地は無く、周囲は、宅地に

囲まれており、現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

杉水地区担当は本田推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見   現地調査において、雨水については「敷地内処理」を確認しています。隣接に

は工場等が多いため、雨水等で被害や苦情がないように要請しました。その他は
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特に意見はありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の６、貸事務所、貸倉庫への転用での所有権の移転については、原案の

とおり可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の７について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の７ 意見書は１０Ｐ、申請地見取図は２１Ｐ～２２Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字岩坂地内の農地です。 

１の転用目的は駐車場、資材置場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、他の農地区分に該当しない、農業公共投資の対象となってい

ない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地となっていることから「第２種農

地」でありますが、代替地の検討もなされていることから転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、岩坂地区ですので

荒木委員から説明をお願いします。 

 

荒木委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字岩坂地内で、岩坂区公民館から南西へ約３７０ｍの農地です。 

申請の内容は、申請人は、個人で建設業を営んでおり、自宅を新築する土地

の南側に駐車場及び資材置場の建設を計画したところ、譲渡人と話がまとまり

今回の申請となりました。隣接する農地所有者には説明がしてあり、農地の分

断はなく、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。現地調査後の小委

員会審議では、「許可相当」の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長     担当農業委員の説明が終わりました。 
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岩坂地区担当は中尾推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見    特にありません 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の７、駐車場、資材置場への転用での所有権の移転については、原案のと

おり可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の８について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の８ 意見書は１１Ｐ、申請地見取図は２３Ｐ～２４Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字岩坂地内の農地です。 

１の転用目的は駐車場、資材置場への転用で所有権の移転です。 

農地の区分は、他の農地区分に該当しない、農業公共投資の対象となってい

ない１０ha 未満の小集団の生産性の低い農地となっていることから「第２種農

地」でありますが、代替地の検討もなされていることから転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、岩坂地区ですので

荒木委員から説明をお願いします。 

 

荒木委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字岩坂地内で、岩坂区公民館から南西へ約２８０ｍの農地です。 

申請の内容は、申請人は、甘藷の生産・販売を行う農業法人で、事業拡大のた

め、駐車場及び資材置場の建設を計画したところ、譲渡人と話がまとまり今回

の申請となりました。隣接する農地所有者には説明がしてあり、農地の分断は

なく、日照、通風等への影響も問題ないと思われます。現地調査後の小委員会

審議では、「許可相当」の意見でした。 
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ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

岩坂地区担当は中尾推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見   特にありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の８、駐車場及び資材置場への転用での所有権の移転については、原案の

とおり可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の９について事務局の説明を求めます。 

 

事務局   ５条の９ 意見書は１２Ｐ、申請地見取図は２５Ｐ～２６Ｐをお願いいたし 

     ます。 

申請地は大字錦野地内の農地です。 

１の転用目的は個人住宅への転用で使用貸借権の設定です。 

農地の区分は、概ね１０ha 以上の規模の一団の農地の区域内にある「第１種農

地」ですが、例外規定の「集落接続」に該当し、転用は可能です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会  長    説明が終わりました。次に現地調査と小委員会の結果を、錦野地区ですので

荒木委員から説明をお願いします。 

 

荒木委員   現地調査及び小委員会の報告をいたします。 

申請地は大字錦野地内で、錦野研修センターから北東へ約２５０ｍの農地です。 

申請の内容は、申請者は現在、父親家族と住んでいますが家族で生活するには

手狭となっていたところ、父の土地を借りられることとなったため、今回の申請

となりました。 



15 

 

隣接する農地所有者には説明がしてあり、農地の分断はなく、日照、通風等

への影響も問題ないと思われます。現地調査後の小委員会審議では、「許可相当」

の意見でした。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長   担当農業委員の説明が終わりました。 

錦野地区担当は阪田推進委員です。今回の申請についてご意見等はございませ 

んか。 

 

委員意見   特にありません。 

 

会 長    担当農業委員、最適化推進委員の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

現地調査及び小委員会の結果は、「許可相当」の意見です。他の委員の、ご意

見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の９、個人住宅への転用での使用貸借権の設定については、原案のとお

り可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

      続きまして、５条の１０について事務局の説明を求めます。 

 

５条の１０ 意見書は１３Ｐ、申請地見取図は２７Ｐ～２８Ｐをお願いいたし 

     ます。 

５条の１０は、１１月開催の第５回定例総会で許可相当で県に進達した案件で 

す。 

県に進達後、東隣の既存資材置場が借り手の所有地ですが、資材置場の整備

が出来てなかったために、一旦申請を取り下げ、東隣の資材置場の整備を完了

し、今回再申請したものです。申請内容は前回と全く同じで変更はあっていま

せん。 

今回は、現地調査も省略していますし、第５回定例総会の意見書のとおり許

可相当で進達をしたいと考えています。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    それでは審議に入ります。 
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第５回定例総会では許可相当の意見です。 

他の委員の、ご意見、ご質問等はありませんか。 

（質問・異議なし） 

許可相当に賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

５条の１０、貸資材置場への転用での所有権の移転については、原案のとおり

可決とし、農業委員会の意見書を添えて許可権者である県へ提出します。 

 

 

続きまして日程第６、議案第３号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第３号についてご説明いたします。 

   議案書は４～８Ｐとなります。 

   議案第３号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画、利用権設定の決定についてご説明申し上げます。 

 

今月の利用権設定申出書・計画書の件数は２１件です。１番から１０番、１４

番から１８番が再設定で、１１番から１３番、１９番から２１番が新規の申請と

なっております。 

申出書面積の合計は１０５,７３５㎡（約１０町５反）です。貸人、借人、経営

面積、利用権を設定する農地につきましては議案書に記載のとおりです。 

個別の内容につきましては、利用権の種類、利用権の内容、期間、１０ａ当り 

の賃借料の順に読み上げて説明しておりましたが、迅速に議事を審議する観点か 

ら、確認していただく時間を設けたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

会 長   それでは少し時間を設けますので、個別ごとの内容確認をお願いします。 

 

事務局   この計画は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５条第１

項の規定により、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規定する要件であ

る、町が定める基本構想に適合し、借人は権利設定後も農地全てを効率的に耕作

し、農作業にも常時従事すると認められる申請者であると判断いたします。以上

で終わります。 

 

会 長  事務局の説明、確認が終わりました。 

それでは審議に入ります。 
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農用地利用集積計画の利用権設定についてご意見・ご質問等はございませんか。 

 

委員意見   利用権の設定期間２０年というものが１件あります。その他は３年、５年、１

０年となっていますが、特段問題はないのですか。 

 

事務局   双方の合意に基づくものであれば２０年の利用権設定も可能となります。一般

的には委員が発言された３年から１０年が多くなっています。 

 

それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画について、これを決定する

ことに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

議案第３号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の利用権設定については、原案どおり承認・決定といたします。 

 

 

  続きまして日程第７、議案第４号について上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局   それでは、議案第４号についてご説明いたします。 

議案書は９Ｐとなります。 

議案第４号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画、一括方式の決定についてご説明申し上げます。 

 法的な位置付けは議案第３号と同様です。 

従来、農地中間管理事業を活用して権利設定する場合は、機構が農地の出し

手から農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により農地を借り

入れ、その後、受け手に中間管理法に基づく配分計画により転貸を行っていま

したが、令和元年１１月の法改正により、出し手から機構へ、機構から受け手

へという２つの権利設定を 1 つの集積計画に記載し、３者が同時に申請できる

「一括方式」という仕組みが創設されました。 

これにより、先程述べました従来の方法よりも大幅に期間短縮・事務の簡素

化を図ることができるようになりました。 

申出書面積の合計は２，８６４㎡です。 

貸人、借人、経営面積、利用権を設定する農地につきましては議案書に記載

のとおりです。 

   以上、事務局の説明を終わります。 
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会 長   事務局の説明が終わりました。 

それでは審議に入ります。 

農用地利用集積計画の一括方式についてご意見・ご質問等はございませんか。 

（意見・ご質問なし） 

それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画一括方式について、これを

決定することに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

   （全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

議案第４号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画の一括方式につきましては、原案どおり承認・決定といたします。 

 

 

続きまして日程第８、議案第５号について上程いたします。事務局の説明を

求めます。 

 

事務局   それでは議案第５号についてご説明いたします。 

議案書は１０Ｐとなります。 

議案第５号 旧農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画、所有権移転の決定についてご説明申し上げます。 

    法的な位置づけは議案第３号と同様です。 

    大津町の場合の所有権移転は、抵当権等の整理・代金支払い・登記事務など農

業者が安心して所有権の移転ができること、また、農地集積を図るための県内唯

一の公的機関であり、大津町も含めた県内の自治体が出資している団体である

「財団法人熊本県農業公社」が、旧農業経営基盤強化促進法に基づき農地中間管

理機構の事業の特例として実施する「農地売買等事業」を活用し実施しています。

農振農用地区域内の農地が対象です。 

   今月の所有権移転申出書・計画書の件数は１件です。 

   譲渡人、譲受人、所有権を移転する農用地、所有権移転内容につきましては議

案書に記載のとおりです。 

   申出書面積の合計は、１，４３０㎡ 、対価の合計は１，０２５，０００円で

す。 

番号１は、７月の総会で審議した、公社が買い入れた農地を担い手経営体へ売

り渡すものです。公社手数料を含んだ１０ａあたりの売り渡し単価は７１６，７

３８円です。 

以上、事務局の説明を終わります。 

 

会 長  事務局の説明が終わりました。 
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     それでは審議に入ります。 

     農用地利用集積計画の所有権移転についてご意見・ご質問等はございませんか。 

 

   （意見・質問なし） 

      それでは、大津町長が定めた農用地利用集積計画について、これを決定するこ

とに賛成の農業委員は、挙手をお願いします。 

      （全員挙手） 

       全員賛成と認めます。 

       

議案第５号、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の所有権移転につきましては、原案どおり承認・決定といたします。 

 

続きまして日程９、議案第６号を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは議案第６号についてご説明いたします。 

議案書の１１Ｐとなります。申請地見取図は２９Ｐをお願いいたします。 

議案第６号、非農地証明願についてご説明申し上げます。今回１件の非農地証明

願が申請されております。 

非農地とは、土地登記簿上の地目が農地で、その現況が農地以外の地目となって

いるものであり、一定の条件を満たしている場合、非農地として証明を受けるこ

とができる土地です。 

この非農地証明は、法的根拠があるものではなく、農地法の適正な運用を図るた

めに各市町村の農業委員会が行政サービスの一環として行っているもので、熊本

県非農地証明処理事務要領の処理基準に基づき、総会の議決により判断すること

とされており、３つの基準が示されています。 

 

１つ目は、昭和２７年１０月２０日（農地法施行日前日）以前から引き続き非農

地であった土地 

２つ目は、所有者・耕作者の責任に帰さない災害その他特別の事由により非農地

となり、復旧が著しく困難と認められる土地 

３つ目は、荒廃農地のうち、農地としての利用には一定水準の物理的条件整備が

必要な土地であって、基盤整備等の事業が計画されていない土地 

 

以上を踏まえまして、申請１番についてご説明いたします。 

申請人・対象農地につきましては議案書に記載のとおりです。申請地は山林化し

ていることから証明願いが提出されました。 

申請地は、昭和５８年に贈与、平成２５年に相続で現所有者へ所有権が移転され

ていることを登記簿で確認しています。 
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申請地は国道５７号線から北へ約７０ｍの農地で、周囲は山林と宅地に囲まれ、

国道５７号線で分断されることから農地の広がりはなく、利用困難な農地状況で

あることを事前の現地調査で確認しています。 

また、今後の土地改良事業等の計画も現時点ではありません。 

以上のことから、熊本県非農地証明処理事務要領の処理基準の３つ目である「荒

廃農地のうち、農地としての利用には一定水準の物理的条件整備が必要な土地で

あって、基盤整備等の事業が計画されていない土地」に該当し、申請地を非農地で

あると証明するものです。 

 

会 長  事務局の説明、確認が終わりました。 

吹田担当は東農業委員と太田黒推進委員です。今回の申請についてご意見等は 

ございませんか。 

 

太田黒委員 後背地には吹田団地があり、周辺も山林のため非農地は妥当な判断だと思い 

ます。 

 

会長   それでは審議に入ります。 

非農地申請について、これを決定することに賛成の農業委員は、挙手をお願い

します。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。 

 

議案第６号、非農地証明願につきましては、原案どおり承認・決定といたしま

す。 

 

 

  続きまして日程第１０、その他について事務局から審議案件はありますか。 

 

事務局  ・２月の現地調査及び小委員会予定について 

（案はＲ６.２/５(月)  午前９時００分～） 

・２月の定例総会予定について 

（案はＲ６.２/１３(火) 午前９時３０分～） 

 上記案に決定 

 その他、事務局から数点の連絡事項あり。 

 

会 長   他にございませんか。何もなければ、本日、農業委員会に付託してありました

議事日程につきましては、すべて終了しました。最後に閉会を、荒木職務代理者

にお願いします。 
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職務代理  これをもちまして、令和６年１月の第７回農業委員会定例総会を終了いたし

ます。大変お疲れ様でした。 

 




